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吉賀町農業委員会告示第 7 号

吉賀町農業委員会を次のとおり招集する。
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第 15 回農業委員会

（ 通算第 241 回）

令和7年7月22日

吉賀町役場　柿木庁舎　２階大会議室

開会

会長挨拶

議案

議案第1号 農地法第３ 条の規定によ る 許可申請について
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本日の欠席の委員さんは森下さん、河口さん、米田銀次郎さんで農業委員さん１

２名の内１０名の方が出席されていますので、会議が成立していることを、ご報告

いたします。 

 それでは、会長にご挨拶いただいて、引き続き、議長として議案審議に移ってい

ただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議事録署名委員として藤井委員、河野（かわの）委員を指名します。 

 

議案第 1 号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたします。

事務局、説明をお願いします。 

 

この案件は、農地の売買をするときに、農地法に基づき農業委員会の許可を受け

る必要があるので、申請が提出されたものとなります。 

農地の取得を許可する要件は、主に３つあります。 

①農地を取得する人がすべての農地を効率的に耕作すること。 

②農地を取得する人が農作業に従事すること 

③周辺地域の営農に支障がないこと です。 

委員の皆様には、そのことのご判断をお願いします。 

 

議案第１号の１番について説明します。 

農地の所在は○○他、合計２筆、合計面積は○○㎡です。 

譲渡人は○○さん、○○市の方、譲受人は○○さん、○○の方です。 

今回の申請地の場所は○○から約 700ｍ○○方面に行ったところにある農地で、無

償譲渡です。 

譲受人は申請の農地で水稲を栽培されるそうです。機械はトラクター、バインダ

ーなどを所有されています。 

○○さんは、周辺の農地の農業上の利用に影響を及ぼすことはないとのことで問

題ないと思われます。以上ご審議をお願いします。 

 

はい、それでは現地の方、杉ノ内さんに見ていただいておりますので、よろしく

お願いします。 

 

おはようございます。農地法３条の事で○○さんの所にお伺いしました。農地の

方も見に行きまして、水稲の方はもう３年近くほど作っておられて、もうこの度無
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償譲渡したいという事で伺っております。草刈りとかもこまめにやっておられます

し、地域の方ともきちんとお話ししてされてますので、問題ないかと思われます。 

 

はい、ありがとうございます。それでは農業委員さんの意見を伺います。よろし

くお願いいたします。 

ご意見のある方、挙手をもってよろしくお願いします。 

杉ノ内さん、この方有機農業の方ですか？ 

 

そうですね、I ターンの方です。 

 

○○さんのお宅に入っておられます。 

 

○○からちょっと上がったところにある、元々空家だった所をリフォームされて、

かなり金額かけてリフォームされて、家族で住んどられます。よく、○○さんの家

に、よく遊びに行っとられるようで、お付き合いはいいそうなんで。 

 

 

ありがとうございました。 

みなさん、他に何かありましたら。 

無いようでしたら採決の方に移らさせていただきたいと思います。 

それでは、第１号議案の１につきまして、承認される農業委員さんの挙手を求め

ます。 

はい、ありがとうございます。全員でございますね、認可相当と認めます。 

それでは２番の方、説明お願いします。 

 

議案第１号の２番について説明します。 

農地の所在は○○他、合計２筆、合計面積は○○㎡です。 

譲渡人は○○さん、○○市の方、譲受人は○○さん、○○の方です。 

今回の申請地の場所は○○から約 150ｍ東側にあるところにある農地で、無償譲渡

です。 

譲受人は申請の農地で野菜などを栽培されるそうです。機械はトラクターなどを

所有されています。 

○○さんは、周辺の農地の農業上の利用に影響を及ぼすことはないとのことで問

題ないと思われます。以上ご審議をお願いします。 
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それでは、説明は以上ですが、現地の方、○○さんに見ていただいております。

よろしくお願いします。 

 

おはようございます。聞き取りと現地確認の方を７月１２日に行いました。先ほ

ど事務局からも説明がありましたように、現地は○○から 150ｍくらい川の方に向か

って行ったところです。 

○○さんの申請地というのは、○○さんのお宅から 50ｍくらい離れた所です。以

前より畑として野菜等々作付けしておりまして、今回も同様に畑として活用したい

との事です。有機農業を行っているので農薬等々は不使用で行っております。よっ

て周辺の利用への影響はないと思いますので、問題ないと考えます。以上です。 

 

はい、ありがとうございました。今、現地の方は以上のような事です。 

それでは皆さんのご意見を伺います。 

ご意見のある方、挙手をもって、よろしくお願いします。 

無いようでございますので、承認の方に移らさせていただきます。 

議案第１号の２番につきまして、賛成の農業委員さんの挙手を求めます。 

はい、ありがとうございました、全員賛成でございますので、認可相当と認めさ

せていただきます。 

以上、本日提出しました議案につきまして、終了したいと思います。 

 

午前 ９時１２分閉会 

 


